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【問】地域ふれあい課　（２８）８９５５

ひったくり対策のポイント　３つのＢ
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　あっという間の卑劣な犯行…。ひったくりが最

近急増しています。特に、高齢者や女性が狙われ

ています。ちょっと油断すると、持っていたハン

ドバッグや自転車の前かごに置いたバッグを、ひ

ったくられてしまいます。

　ひったくりを防ぐため、バッグなどは車道と反

対側にしっかり抱え、自転車の前かごには防犯ネ

ットを付けましょう。また、遠回りでも人通りの

多い明るい道を選び、携帯電話をしながら等のな

がら歩きはやめ、常に周囲に気を配りましょう。

　ひったくり防止の、３つのＢをご紹介します。

Ｂａｇ……カバンの持ち方注意 ！

Ｂａｃｋ…後方注意 ！

Ｂｉｋｅ…バイク・自転車注意 ！

市内の犯罪・事故（２月末現在）

　
内
は
前
年
対
比

（　）人　数件　数区　分

１（±　０）１（±　０）死　亡

　２６（＋　１２）２３（＋　１０）重　傷

４９９（▲　１０）３９３（▲　　８）軽　傷

５２６（＋　　２）４１７（＋　　２）計

件　数区　分件　数区　分

２２（＋　　３）自動車盗１２１（▲　４６）侵入盗

７６（▲　１２）部品狙い１６（＋　１２）ひったくり

１２８（＋　１２）車上狙い１（▲　　７）強　盗

１８２（＋　　９）自転車盗４（▲　　７）恐　喝

●交通事故

●街頭犯罪

省エネ効果で得をする「緑のカーテン」

エ コ 講 座
ビビ
ンン
ちちゃゃ
んん・・カカンン

のの
ちちゃゃんん

「緑のカーテン」って知ってる？　アサ

ガオやゴーヤとか、つる状の植物で作

ったカーテンのことだけど。

ビンちゃん
環境に優しい生活を送
るしっかり者の女の子

カンちゃん

お菓子が大好きなおっ

ちょこちょいの男の子

すごい！　地球に優しいだけじゃなく

て、お財布にも優しいんだ。今から種

まきするぞー！　家庭や会社にも、も

っともっと広がるとうれしいね。

（　）内は前年同月

１人１日総　量

８４０（９５４）
 ▲１１．９％

　９，０１１ｔ（１０，５４１ｔ）
 ▲１４．５％

市内のごみの量（２月分）

【問】環境センター　（４５）７００４

家庭で一番電気を使っているのはエア

コンなんだよ。その次が冷蔵庫、照明

なんだって。「緑のカーテン」でエアコ

ンの使用量を減らせば、その分ＣＯ２

の排出量も減るし、電気代も安くなる

よね！

へえー、心地良さそう。エアコンとは、

ひと味違うね！

知ってるよ！　市内の小中学校でも作

ってるんだってね。

そう。今年は５０校もだって。夏には日

差しをさえぎって、葉っぱのすき間か

ら涼しい風が通るそうよ。 【問】環境保全課　（４５）７１８５
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今月のエコチャレンジ



２００９（平成２１）年５月　広報一宮

暮らしのトピックス暮らしのトピックス

25

５月の無料相５月の無料相談談

問　題

　法律上で契約といえないものはどれ？

①レンタルビデオ店でビデオを借りる。

②電車に乗る。

③コンビニで弁当を買う。

④友達と「今度、旅行に行こう｣と約束をする。

解　答

　契約とは、２人以上の合意によって成立する法

律行為です。①は賃貸借契約、②は運送契約、③

は売買契約と呼ばれています。契約が成立すると、

当事者の双方に守らなければならない「債権（権

利）」と「債務（義務）」が発生します。

　例えば③では、客は弁当をもらう「権利」とお金

を払う「義務」があり、店はお金を請求する「権利」

と弁当を渡す「義務」があります。

　④では、当事者同士で債権・債務がまだ発生し

ていないため、法律上の契約とはいえません。た

だし、口約束でも契約が成立する場合もあるため、

安易な約束は禁物です。

消費生活の相談窓口…▽市消費生活相談（下記）　

▽県尾張県民生活プラザ　（７１）０９９９

考えてみよう！ 契約クイズ

相談電話・会場日時相談名

思いやり会館３階
 （７３）４３６３

月～金曜日　９：００～１７：００
（１・８・１５・２２日の午後と４～６日を除く）

市民総合

生
活
・
市
政

思いやり会館３階
 （７３）４３６３

２７日（水）　１０：００～１２：００

行　　政
尾西庁舎東館４階１３日（水）　１０：００～１２：００

木曽川庁舎１階相談室２０日（水）　１０：００～１２：００

一宮庁舎西分庁舎１階
相談室 （２８）８９８４

月～金曜日　９：００～１２：００
（４～６日を除く）

多重債務

スポーツ文化センター
 ０８０（３６２０）７６５４

３日（祝）　１３：００～１６：００
司法書士の
多重債務

ルボ・テンサンビル４階
 （７１）２１８５

月～金曜日　９：００～１６：３０
（４～６・１３日を除く）

消費生活

尾張県民生活プラザ
 （７１）５９００（代表）

月～金曜日　９：００～１７：１５
（４～６日を除く）

交通事故

思いやり会館３階
尾西庁舎東館４階
木曽川庁舎１階相談室

１３日（水）　１３：００～１６：００人　　権

思いやり会館３階
火・金曜日　１３：００～１６：００
（５・１２・１９日を除く）

心配ごと
尾西庁舎東館４階

水曜日　１３：００～１５：００（６
日を除く）

思いやり会館３階２１日（木）　１３：００～１６：００
行政書士の
許認可手続

県一宮労働コーナー
 （８１）６１０３

月～金曜日　９：００～１７：３０
（４～６日を除く）職　　場

悩みごと

仕
事

尾張県民生活プラザ
 （７１）５９００（代表）

火曜日　１３：００～１７：１５（５
日を除く）

思いやり会館３階
 （７２）５０５２

月曜日　１０：００～１５：００（４
日を除く）

内　　職
尾西庁舎東館４階
 （６３）４８００

火曜日　１０：００～１５：００（５
日を除く）

ききょう会館
２３日（土）　９：００～１６：００
（予約制　（７３）９１００）

女性職業
適　　性

女
性
・
青
少
年

一宮庁舎１階子育て支援課
 （２８）９１３３

１３日（水）・２２日（金）　１０：００～
１６：００

母子・寡婦
就　　業

尾西庁舎東館４階
 （６３）４８００

１５日（金）　１０：００～１５：３０

木曽川庁舎１階相談室２０日（水）　１３：００～１６：００

一宮庁舎１階子育て支援課
 （２８）９１３３

１９日（火）　１０：００～１５：３０

女　　性
悩みごと

尾西庁舎東館４階
 （６３）４８００

１２日（火）　１０：００～１５：３０

木曽川庁舎１階相談室２６日（火）　１０：００～１５：３０

青少年センター
 （７３）３０００

火～土曜日　９：００～１８：００
（５・６日を除く）

青少年の
心の悩み

相談電話・会場日時相談名

一宮庁舎１階子育て支援課
 （２８）９１３３

月～金曜日　１０：００～１６：３０
（４～６日を除く）

ひとり親
家　　庭

福
祉

思いやり会館２階
 （７１）６５５１

火曜日　１０：００～１２：００（５
日を除く）

尾西庁舎東館１階
窓口課 （２８）８６５５

月・金曜日　１０：００～１６：３０
（４日を除く）

木曽川庁舎１階
相談室

２０日（水）　１３：００～１６：３０

思いやり会館１階
 （７１）０１０５

１２日（火）　１３：００～１６：００

身　　体
障　害　者

尾西庁舎東館４階
 （６３）４８００

２７日（水）　１３：００～１５：００

木曽川庁舎１階
相談室

１２日（火）　１３：００～１６：００

障害者相談支援センター
あすか （８１）７２６０
ゆんたく（２８）８２８８
いまいせ（４５）１１２０

月～金曜日　９：００～１７：００
（４～６日を除く）

障　害　者
生活・サー
ビス利用

県一宮保健所
 （７２）０３２１

月～金曜日　９：００～１６：３０
（４～６日を除く）

心の病気・
悩み、ひきこもり

思いやり会館３階１８日（月）　１３：００～１６：００不動産取引
と悩みごと

不
動
産
・
建
設

尾西庁舎東館４階２０日（水）　１３：００～１６：００

思いやり会館３階
 （７３）４３６３

２８日（木）　１３：００～１６：００
登　　記

尾西庁舎東館４階２０日（水）　１３：００～１５：００

思いやり会館３階
 （７３）４３６３

１２日（火）・２６日（火）　１３：００～
１６：００

建築・地震

一宮庁舎西分庁舎
１階相談室

５月はありません
土　　木
測量設計

市民活動支援センター
８日（金）　１０：００～１９：００
（予約制　（２８）８９５４）

ＮＰＯ・
ボランティア

市
民
活
動

困
り
事
悩
み
事

電話番号がない相談は直接会場電話番号がない相談は直接会場へへ

申し込み会場日時

（７３）４３６３５月１１日
（月）の午前
９時から

思いやり
会館３階

２日（火）・５日（金）・
１２日（金）・１６日（火）・
１９日（金）・２６日（金）
 １３：００～１６：００

（６１）５５１１
尾西庁舎
東館４階

１０日（水）・２４日（水）
 １３：００～１６：００

裁判中・弁護士依頼済み事件の相談は不可。

同居家族・同一事業所は月１回まで。
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